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はじめに 

わが国におけるＧＩＧＡスクール構想に基づく１人１台端末の整備は、令和３年度末

にはほぼ全ての地方公共団体において完了した。国は、これまでの活用状況を踏ま

えた新たな課題として、地域間での活用格差解消やネットワーク品質の向上、校務事

務における一層のクラウド活用を掲げている。 

国は、全国で端末の更新時期を迎える令和６年度から令和１０年度までを「ＧＩＧＡ

第２期」と位置付け、「デフレ完全脱却のための総合経済対策～日本経済の新たなス

テージに向けて～」（令和５年１１月閣議決定）の中でも、「大宗の更新が終了する

2026 年度中に、地方公共団体における効率的な執行・活用状況について検証する

とともに、次期更新に向けて、今後の支援の在り方を検討し、方向性を示す。」として

いる。全国の都道府県及び市町村は、今後の整備・更新にあたり端末の利活用の促

進と必要な整備等を内容とする計画を策定し、課題の克服と、さらなる効果的な整備

に繋げていくこととなった。 

本計画は、国の作成要領に基づき、端末整備・更新計画、ネットワーク整備計画、

校務ＤＸ計画、１人１台端末の利活用に係る計画の四編に分けて、GIGA 第２期にお

ける本区の学校教育情報機器整備の展開を示すものである。 

 

本計画を着実に進めることにより、ＧＩＧＡスクール構想が目指す個別最適な学び

と協働的な学びの一体的な充実を図り、これからの時代を切り拓く希望ある未来を

創造する学校教育の実現を目指すものである。 

 

 

令和６年９月 

 

台東区教育委員会 
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１.端末整備・更新計画 

 

台東区教育委員会では、国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、令和２年度に児童・生

徒１人１台の端末整備を完了させ、令和６年９月時点で約４年が経過した。 

授業や家庭学習における活用が日常化する一方で、落下等による破損や、経年劣

化に伴う不具合等も増加することとなった。また修理が完了し、学校に返却するまで

の間に代替する予備機も当初の想定より多く必要となったことから、適宜台数の追加

を行ってきた。 

 

現在の１人１台端末は５か年のリース契約であるため、令和７年度には返却に伴う

入れ替えが必要となる。しかし、すでに一部の端末で劣化が進行していることから、

先行して令和６年度より追加配備として更新に着手し、令和７年度に全台の入れ替え

を完了させる見込みである。 

リース期間についても、５か年から３か年に改めることにより、今後は劣化が進行

する前に更新できるようにする。 

また、卒業した児童・生徒の端末は翌年度の新１年生に引き渡すこととしているが、

修理に時間を要していることから、今後は毎年３分の１ずつが新品に置き換わるよう

計画的に更新を行うことで、新１年生に対し早期に新しい端末を引き渡せるようにす

る。 

 

（本区における第２期以降の端末更新計画） 

 

 

 

 

 

なお、第１期端末の更新について区市町村は、更新にかかる経費に対し、都道府県

より補助金の交付を受ける。これの財源は国の措置により都道府県が造成する 5 か

年の基金である。この造成期間において、補助金を活用した端末の更新計画を以下

に示す。 

 

  令和 6年度 令和 7年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

① 児童生徒数 9,361人※1 9,340人※2 9,377人※2 9,415人※2 9,453人※2 

② 
予備機を含む整備上

限台数（①×115%） 

10,765台 7,061台 
(9,340×

115%-3,680) 

42台 
(9,377×

115%-3,680-

7,061) 

44台 

(9,415×115%-

3,680-7,061-

42) 

43台 

(9,453×115%-

3,680-7,061-

42-44) 
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③ 
整備台数（予備機除

く） 

3,496台 
(3,680 

-3680×15%÷3) 

5,844台 
(9,340-

3,496) 

37台 

(9,377-

3,496-5,844) 

38台 

(9,415-3,496-

5,844-37) 

38台 

(9,453-3,496-

5,844-37-38) 

④ 
③のうち基金事業に

よるもの 

3,496台 5,844台 0台 0台 0台 

⑤ 累積更新率 37.3% 100% 100% 100% 100% 

⑥ 予備機整備台数 

184台 
(3,680× 

15%÷3) 

1,217台 
(9,340×15%-

184) 

5台 

(9,377×15%-

1,217-184 

6台 

(9,415×15%-

1,217-184-5 

5台 

(9,453×15%-

1,217-184-5-6 

⑦ 
⑥のうち基金事業に

よるもの 

184台 1,217台 0台 0台 0台 

⑧ 
予備機整備率 

 (⑥/③×100) 

5.3% 20.8% 13.5% 15.8% 13.2% 

※1 令和６年度児童生徒数は学校基本調査（令和６年５月１日時点）に基づく。 

※2 教育委員会における推定値。 

・本区における第１期端末の更新は、令和 6年度と 7年度の 2か年で完了と見込む。 

・当該補助金は、交付対象に教員用端末を含まないことから、これらを除いた台数で表示している。実際は、上

記に加え、教員用端末の更新も行う。 

・更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について 

〇対象台数   11,030台 

〇処分方法   賃貸期間終了後、リース事業者にて再使用・再資源化 

〇端末のデータの消去方法  賃貸借機のためリース事業者に返却 

〇処分スケジュール（予定） 

令和 7年 8月 NEC（4,349台） リース返却・データ消去 

令和 7年 12月 Lenovo（6,431台） リース返却・データ消去 

 dynabook（250台） リース返却・データ消去 
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2.ネットワーク整備計画 

 

高速のネットワークにより、クラウド環境にある様々な学習リソースにストレスなくア

クセスできるようにすることは、GIGA スクール構想が目指す、個別最適な学びと協

働的な学びの一体的充実を実現するために非常に重要である。 

台東区教育委員会では、１人１台端末の整備に合せて、全校に１Gbpsベストエフォ

ート型のインターネット回線を敷設するとともに、校内は全ての普通教室と特別教室

にて無線ＬＡＮの環境を整備した。 

 

（１）必要なネットワーク速度が確保できている学校数と総学校数に占める割合 

国は端末利活用の自治体間格差の大きな要因にネットワークの不具合を掲げてお

り、令和５年１１月に全国の公立小・中・高等学校を対象に校内通信ネットワーク環境

の調査を実施した。学校規模ごとに１校当たりの推奨帯域を設定し、一定の仮定の下

で推計した結果、これを満たす学校は２割程度にとどまっており、台東区においても

基準を満たす学校は２６校中６校で、２３．１％という結果だった。 

 

（２）必要なネットワーク速度の確保に向けた課題及び改善スケジュール 

上記の国の調査結果を踏まえ、台東区教育委員会としては、令和６年度に通信速

度の測定や原因の把握を行うためのネットワークアセスメントを実施する。また、この

アセスメントに基づく対策についても、令和７年度に実施できるよう必要な予算措置

を講じる。 
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３．校務 DX計画 

 

台東区教育委員会では、令和元年度に校務系端末と校務支援システムで構成さ

れる校務系ネットワークを導入し、校務事務の電子化を推進してきた。また、令和２年

度には学習者用１人１台端末及び教職員用の学習系端末、並びに高速通信ネットワー

クで構成される学習系ネットワークを導入し、ＩＣＴを活用した教育の推進に取り組ん

できた。 

しかしながら、校務系ネットワークで保有する児童・生徒の成績等機微な情報の外

部流出を防ぐために、学習系ネットワークとは物理的にネットワークを分離しており、２

つのネットワーク間で教育情報を連携することは不可能である。 

また、日常の校務事務においては、デジタルデータを紙に印刷し、それを見ながら

デジタルで入力するという非効率な業務を増やしたり、データ移行用ソフトフェア等を

利用してデータを移動する場合、情報資産ごとに重要性を判別し、暗号化を行う等の

煩雑さが生じたりしている状況にある。 

そこで、校務の DX 化に取り組み、教職員の事務負担等を軽減することにより、児

童・生徒と向き合う時間を確保して質の高い教育を行うとともに、教職員の働き方改

革を推進する。 

 

（１）「令和の日本型学校教育」の実現と働き方改革の推進 

令和６年度より、台東区立学校における個別最適な学びと協働的な学びを一体的

に充実させ、児童・生徒が持続可能な社会の創り手となるための資質・能力を育成す

ることを目的として、「TAITO フューチャースクール検討委員会」（以下、「本検討委

員会」という。）を設置した。 本検討委員会にて、先進地域の実践等及び本区におけ

る現状を分析することを通して、望ましい学校教育及び教育環境の在り方を検討す

るとともに、クラウド型グループウェア（以下、「グループウェア」という。）の活用や生成

ＡＩの導入を検討するなど校務 DX による学校の働き方改革のさらなる推進に取り組

む。 

 

（２）校務ＤＸの加速化 

校務系ネットワークと学習系ネットワークで取り扱っている全ての教育情報を有効

に連携させ、ストレスなく一元管理するために、２つのネットワークを統合した次世代

型ネットワークの導入検討を計画的に行っていく。 

また、既存のＩＣＴ環境においても利用可能なグループウェアの活用を促進すること

によって、日常の校務事務に要する時間を削減し、校務ＤＸを加速化させる。 
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（３）データ連携 

児童・生徒と向き合う時間を確保するため、グループウェアを有効に活用し、紙媒

体を扱うことで生じる手入力作業等の時間を削減し、教職員の勤務時間を短縮させ

る。 

  

① 区教育委員会・学校管理職間のデータ共有 

メールや共有フォルダを活用することを原則とし、ＦＡＸでのやり取りや不必要

な押印については原則廃止で取り組む。調査等については、グループウェアのフ

ォルダ共有機能やチャット機能、アンケート機能などを活用して効率化を図る。 

② 教職員間のデータ共有 

グループウェアを活用することを原則とする。学校内で扱うデータのうち、機

微な情報以外をグループウェアで取り扱うことにより、教職員間における情報共

有や連絡、または異動に伴う引継ぎ等の作業を効率化する。 

職員会議等の予定をグループウェアの予定表等に設定し、資料を貼り付け、

議事録はドキュメントを共有して参加者全員で記録することや、長期休業中や出

張中においても、いつでもオンラインで参加できる体制とするためにオンライン会

議ツールの活用も推進する。 

③ 教職員と児童・生徒間のデータ共有 

学級や各教科でグループウェアを活用し、課題の配布や提出、回収を行う。ま

た、チャットスペースなどのオンライン・コミュニケーションツールを教職員が積極

的に利用して児童・生徒とのコミュニケーションに活用することで、児童・生徒が

安全に効果的にＩＣＴを扱えるようにすることも必要である。これらの取組は、緊

急時の休校にも特別な準備をすることなく対応できるようになるなど、いつでも

どこでも学べる姿につながることが期待できる。 

④ 学校と保護者間のデータ共有 

学校からの配布物は、学校通信や学級通信などを含めて、学校園等情報配信

システムのメール機能による送信を活用するなど、デジタル化を進める。単に紙

の資料をＰＤＦにしただけではなく、デジタル化のメリットを生かすため、資料の

構成を工夫する。また、グループウェアのアンケート機能を活用して効率化を図

る。 
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４．１人１台端末の利活用に係る計画 

 

（１）１人１台端末を始めとする ICT環境によって実現を目指す学びの姿 

児童・生徒が情報を主体的に捉えながら、何が重要かを主体的に考え、他者と協

働し、新たな価値を創造するために必要な情報活用能力を育成することにより、児

童・生徒一人一人が自ら学び方を選択し、自立した学習者となることを目指す。 

そのために１人１台端末をはじめとする ICT 環境を積極的に活用し、「個別最適な

学び」と「協働的な学び」を一体的に充実させることで「主体的・対話的で深い学び」

の実現に向けた授業改善に取り組む。その際に、一斉授業か個別学習か、デジタル

かアナログか、遠隔・オンラインか対面・オフラインかといった「二項対立」に陥ることな

く、どちらの良さも適切に組み合わせて生かしていく必要がある。 

 

（２）GIGA第１期の総括 

令和２年度に学習者用及び指導者用端末を整備するとともに、校内無線 LAN 環

境、電子黒板等の周辺機器、授業支援ソフトフェア等の整備を行った。さらに、従前か

ら配置してきた ICT 支援員を国の基準である４校に１校の割合で配置し、教職員や

児童・生徒の学習活動のサポート体制を充実させた。 

1 人 1 台端末の授業における活用は日常的になりつつあるが、調べる場面での活

用が主であり、意見交換する場面や考えをまとめ、発表する場面においては十分に

活用されていない。 

また、1 人 1 台端末の家庭学習における活用については、学校差や個人差があり

十分に活用されていない。 

これらのことは、教職員の端末操作方法等の習熟度や ICT 活用指導力の個人差

によるところがあると考えられる。 

今後、協働的な学びの充実や児童・生徒の学習状況の把握に資するグループウェ

アの共同編集機能の活用や情報モラル、機器の活用に関する教職員研修を充実させ、

教職員の ICT活用指導力のさらなる向上や意識啓発を図っていく。 

 

（３）１人１台端末の利活用方策 

「1 人 1 台端末の積極的活用」に向けては、台東区 ICT リーダー育成講座におい

て授業における ICT の効果的な活用方法等を研究し、区内各校に周知するとともに

デジタル教科書の活用についても啓発する。さらに、学校における教職員の ICT 活

用を支援するため、ICT 支援員を引き続き配置し、ICT を活用した授業等の充実を

図る。 

「個別最適・協働的な学びの充実」に向けては、児童・生徒が自分のペースや習熟

に合わせて、学習を進めることができるようにデジタル教科書や AI ドリルの活用の
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促進を図るとともに、グループウェアのチャット機能や共同編集機能などのより実践

的な活用の推進を図る。 

「学びの保障」に向けては、特別な支援が必要な児童・生徒の実態等に応じて、

ICT の活用を積極的に推進するとともに、様々な理由により教室に入ることのできな

い児童・生徒に対する学びの機会の保障として、オンラインでの授業配信を実施する。

加えて、自分のペースで対人コミュニケーションの仮想体験ができるメタバース環境

の充実を図る。 

 

以上の取組を実施するためには、ICT の活用が必要不可欠であり、1 人 1 台端末

の整備・更新により、児童・生徒向けの１人１台端末環境を引き続き維持していく。 

 


